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萬
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狀
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.
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融
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.
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.
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.
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狀
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藏
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.
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策
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.併

用

し

たる
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果
ビ
す
可
く
錄
三
：策
は
'

所
謂
外
_

有
：價
證

.

.

券
の
.

動
.

員
に
'し 

t

自
國
の
從
來
外
國
に
有
も
た
名
傭
權
を
喪
失
す
：る
に
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:

^

れ
.

ど
^

_

.

四
策
に
至
て
は
，將
來 

英
國
，を
し

V

外
_

に

僙

務

を

負

は^

め

ざ

れ

ば
&

章

ず

ャ
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:界
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本
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を
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る
英
國
^

外
國
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^
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如
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外
債
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く
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し
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て
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實
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寧
せ
ん
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か
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國
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國
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狒
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可
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潰
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て
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國
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國
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國
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入
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ざ
る
可
か
ら
ず
、內
外
、に
信
用
.を
保
持
す
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れ
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し
て
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す
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ざ
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'
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。
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濟
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.
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反
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濟
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；縮
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；
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す
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ら
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ら
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す
る
所
な

A

c

 

U

.'

以
上
酿
々
の
自
的
を
以
：て
、英
國
が
歐
洲
開
戰
の
赏
初
ょ
ぅ
千
九
百
十
七
：年
三
力
三
十
一
日 

に
至
る
ま
で
發
行
し
た
る
各

®

公
偾
の
金
额
條
件
等
を

.

擧
ぐ
れ
ば

&

の
如
し

.°

1
九
ニ
七
毕
四
分
]1
[
1卩
五
分
别
付
^

敬篇七八

©'
?
三
七
七
、〇
〇
〇
錄

;■

■

笕

十

一

卷(

八
五
こ)

.

論

說

：
欧
洲
戰
時
肢
政
|̂

於ける國愤吖地位，

第七.
號

 

九



.

第
十】
镏

(

八
五
一1

>

 

論 

'

説
：

,

丨 

大
蔵
赉
踮
银

軍

邬

役

ニ

年

說

券

'

I

臨
時
借
入
金
.

三
分
五
風
利
付
祺
辦
公
愤

(
一
九
二
五
丨
ニ
八
年

)

 

:

5*

分
利
#
國
撖
 

f

(

T
.九1:ー
〇
«

!

!

>
 

.

,

四

分

舊

部

事

公

偾2

九

，
二

五

丨

四

五

年

)

.

* 

:土
分
利
合
衆
國
公1 1(

一
九
'

1

苽
年
十
另〕

S

擔
保
付
八4

偾

(
一

九
.

1

六
年
九
月
V

 

k

分
半
利
同
上(

一
九r

六
年
十
月
V
 

3 £

分
华
利
同
上C

1

九
一
七
.

年
一
月)

五
分
利
國
郎
愤
券

1

九
一
九
银
十
”

期
限 

一
九
二
〇

年
十
二
刀
期
限.

1

九
ニ
ー
年
十
巧
期
限 

六
分
利
國
服
偎
券 

同
上
日
本
發
行

欧

洲

败

晚

財

政| ;

於
け
.

る
國
侦
の
地
.位

七
四
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇 

四
四
八> 
一
九
七
"
〇

〇

〇 

ニ
三
、
五
六
ー
、
〇
〇
〇 

ニ
一 

七
、
五|

一
六
、
〇
〇
〇 

三
三1

、
七
九
八
、
〇
〇
〇 

ニ
ー
、
八
三1
、
〇
〇
〇 

.

五
九
ニ
、
三.四
玉
、
〇
〇
〇 

,

3£

〇
、
八1
1
Q、
〇
〇
〇. 

.

.五
〇
、
〇0
〇
、
〇
〇
〇
 

. 

六
〇
、
〇
〇
〇
、
p

o

〇 

.

五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

合

針

三
四
、
ニ
六
三>
0
〇
〇

3
1
1七
、
八1
1九
、
〇
〇0
 

六
ニ
、
四
九
六
、
〇
〇
〇 

1

六
〇
、
九
五
ニ
、
〇
〇
〇 

ー
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇 

1

1

1

八̂
、
ニ
八
六
、
〇0,0!
,

第
.

！
囘
の
.
.

軍
事
公
僙
は
千

.

九
苜
十
四
年
十

1 

.月

.

利
率
年
分
，五
厘
擅
格

*

十
：五
の
條
件
を
以 

て
®'

行
せ
ら
.

れ
、國
庳
の
收
入
前
記
の
高

.
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s

s

£

s
ち
た
る 

の
蹄

^
以
て

’直
に
應
募
受
#

?:
:
停
止
す
る
の
常
な
ぅ
し
が
.第 
一
一
P
公
債
發
朽
の
安
く
タ
卩

r 

發
テ
の
方

’法
に

f

も
の
に
於
て
味
政
府

-の
.任
意
を
：以

.て
、應
慕
期
間
：を
左
右
す
る
能
は
ず
、豫 

め
之
を
決
宽
す
る
を
必
要
と
す
可
し
。：斯

i

政
麻
は
六
月
ニ
十

一

日
量
七
月
十
日
：

it
至 

る
二
十
日
間
を
以
て
靡
募
期
限
ミ
し
，
一
方
，に
七
月
一
一
十
，？

4

:
月

一

一

十

，
六

白

，
に

.
至

る

九

十
 

八
日
間
を
每
ニ
週
間
の

'期
日
を
以
て
、七
同
に
分
割
し
て

.拂
込
を
行
は
し
む
る
こ

V」

、
し
以
て 

靡
_

の
®:
®
に
副
は
し
め
ん
と
し
た
り
。
即
ち
.政
府
は
靡
募
考
に
傅
利

1

,
へ、殊
に
中
流 

以
下
の
階
級
の
應

f

收
む
る
の

I

を
有
し
た
る
も
の
|

む
对
く

 

f

の
廣
吿
、新
聞
紙 

上
.の
記
事
に
依
て
、人
民
を
刺
戟
し
て
、以
七
靡
寒
を
促
し
、結
局

I

I

:
公
.債

I

て
、五
億
.九 

千

一

一

百

筠

©
の
收
入
を
收
め
、其
內
の
三
分
の
一
は
銀
行
の
廳
寒
ぐ
係
れ 

.

M

に
第
ニ
囘
軍
事
公
偾

#
行
に
於
て
、直
接
に
社

.曾
中
流
以
下
の
人
民
の
：靡
慕
を
促
す
目
的 

を
以
て
、政
府
の
議
じ
た
る

,
0置
‘は
.0

便
局
を
し

v

額
面
五
秘
又
は
其
伊
數
を

r
4-
と
す
る

!: 

淡
以
下
の
公
懍
應
募
受
付
に
臀
ら
し
め

^

便
局

I

宜

五

志

十

志

，
又

ば

一

f
 

S

收
證
を
發

行
し
、是
等
.

領
收
證
の
合
許
額
：が

.

五
#

又
.

は
，其
.

倍
*

に
.

達
し
：六

 

公
債

を
交
付
す
る
こ
と
、
し

^

K
M
O 

k
 

'

ふ
に
當
時

.開

0

以
來
一
年

.に
：
.近
く

、勞

働

者

社

會

に

巨

額

の

.
/

資
金
撒
布
せ
ら
れ
て
、彼
等
の
所
得
亦
增
加
し
た
る
が

.

故
に
、之
を
吸
收
す
る
の
目
的
を
以
て
、斯 

く
小
額
面

.

の
公
債
の
發
行
せ
ら
る
、
に
至
れ
る
も
の
な
る

.

可
し
と
雖
兔
其
結
果
は
良
好
な

h

 

.

と
す
る
能
は
ず
、千
九
百
十
六
年
一
月
ニ
十
日
大
藏
大

E2

が
小
額

®

:

證
券
：の
*

行
高
に
就
て
、公 

表
し
.

た
る
所
に
據
れ
ば
、五
志
券
吉
五
，十
萬

1

千
枚
，十
志
券
四
十
ニ
萬
一
千
枚
、一
磅
券
八
十
二 

萬
七
千
枚
に
し
て
、價
格
總
計
百
四
十

一

萬
三
千
■

破
に
北
ま

.

b

,

M

磅
券
の
發
行
高
亦
七
十
九
藤 

八
千
'

一一

西
一

1

十
枚
、價
格
三
百
九
十
九
揭
一
千
碗

St
 

?

袅
0

,

斯
0

如
く
小
.額
面
公
債
の 

發
行
が
不
成
績
を
吿
げ
六
る
は
、

(
一
.
)
^
*

者
が
既
往
に
於
て
通

«
.

度
に
：惯
熟
し
、有
數
■の
貯
蒂 

銀
行
に
就
て
取
引
す
る
を
好
み
、

(

ニ)

預
金
の
預
入
幷

.

に
引
出
の
自
由
ぁ

i
o

資
金
の
保
管
安 

全
な
る
以
上
は

©

廉
な
る
利
率
に
安
ん
じ
、

(

三
}

自
家
の
資
金
を
長
期
間
個
定
せ
じ
む
る

乙と
を 

避
げ
ん

V
J

し
、(

四)

價
格
の
動
搖
す
る
有
惯
證
券
を
嫌
ひ
、又
自
家
の
家
庭
內
に
有
價
證
芬
を
保
藏 

す
可
き
場
所
を
有
せ
ざ
る
等
の
事
情
に
基
く
も
の
な
る
可
し

。

a

然
れ
ど
も
，英
國
政
府
は

#

易
に
意
を
勞
働
者
階
級
の
貯
菩
金
吸
收
に
絕
.穴
ず
、千
九
西
十
六

.

笫
十
4

怨
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八，五五

)
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四

卑

ニ

月

に

.
至
•
火

戰

時

貯

來

H

證
芬
な
る
も
の
、
發
行

^

依
て
、冏
樣
の
目
的
を
逯
せ
ん
と
し

/2

り
。
 

即
ち
同
證
券
の
名
稱
を
付
し
、五

’

年
後
，に
所
有
者

に
，

一
破
を
交
付
す
る

'

條
件
の
下
に
、初
年
度

ii
)

]
 

十
五
志
六
片
の
價
格
を
双
て
、同
年
度
末
十
五
志
九
片
の

®

格
を
以
て
、其
後

1

箇
月
每
に
一
片 

を
：加
へ

.
^

る
惯
格

■ ?
:

以
て
M

券
を
發

^

す
る
も
の

K

し
て
後
'に

m

格
十
一

一
«

#-
[

K

ニ
十
五
破 

.

の
®

.

券
.

を
發
'

舫
.

し
、霧

は

.

九
.

#

六
士
心
を
，後
者
，
' 

は
+

九
破
七
志
六
片
：を
，
.

發
»
®
格

ミ

す)

始
め
は 

一
年
-

の
所
#

1

:

1

1

_百
：顧

以

下

：：の
.

者
^

.

限
0

:

て
、所
有
す
：る
ぎ
#

'

る
T

0

:

制
版
：を
輝
け
^

る
^

千
A

lr 

十
六
年
六
月
此
制
限
を

M

去
し
W

時
に
' 

五
'

百
磅
を

m
面
ビ
す
る

-
'

證
券
を

H

W

八
-

十
七
破
十
.志 

の
：‘®

格
：に
於
て
發
行
す
る
た
.と

>
し
た
&

0

故
に
發
行
の

：

當
初
に
於
て
：は
、額
雨
の

‘

寒
少
な
.る 

の
關
#

上
、勞
働
者
の
貯
善
餘
を
吸
收
■す
る
こ
ぐ
し
を
重
'要
の
目
的
と
し

^

る
.

が
.如
し
と

.

雖
も
#* 

次
®

本
家

(

の
遊
資
を
吸
：收
.す
る
に
至
れ
る
が
鄉
く
、然
も
奈
體

K

於v

て
鄭
®

額
の
七
千
四

W

萬 

破
，に
止

^

れ
る
の
事
實
を

-

以

y

す
る
！と
き
は
必
ず
し
も
發
行

.

の
»

«

を
#
靡
し
た

&

と
' 

す
る
，
 

能
.

は
：ざ
.

る
に
似
々
ぅ
。

©

ふ
に
P

«

B

*

勞
働
*

の
；..
階
.

級
に
撒
：布
せ
‘

：ら

杈

た

る

資

'金
の
へ
少
額 

に
：止̂

ら
ざ
'る
は
論
を
俟
た
ず

w

雖
：t

平
：€

所
得
：

不
足
.

の
爲
め
に
婆
等
茶
る
：生
：
®

程

度

に
安 

ん
ザ
ざ
.̂

を
#

ざ
ぅ
L

.

勞
—

考
が
先
づ
«

邡
し
た
る
"

所
#

を
以

V
、

生
®

:

^

の
^

!

を
充
，癸
か

ゴす
'

る
に
至
る
農
然

.

©

數
R

し
て
、彼
.

等
.

の
.

所
.

：得
0

:

墙
加
.

し
た

「

る
と
_

檨
？墨

#

を
.

小
®

®

 

公
.

僙
又
は
貯
藉
證
券

.

0

,

發
行
に
依
て
、國
家

.

の
掌
裡
“

吸
，收
，
'

し
：.
去
&

 

.み
ど
す
る
翁
如
：き
、人
情
ぃ
を 

沒
却
す
る
の

.

計
畫
と
認
め
ざ
：る
を

#

デ
>

 

;

、
 

.

今
囘
_

の
.

職
爭
に
於

；

て
、英
國

政
： .

府
が
戰
.

時
：
財

政

を

處

垂

：す
.

る
’

爲
め：，

i
±
、

利
.

用

：し
：
^

る短
.：

期
'

#

債
：
 

は

大

藏

，
«

證

券

、軍

事.
輩
ニ
：
年

證

务

幷

に®

_

債
，券
.

0

?

.

一 

時 

的
不
.

均
，衡

を

調.
節
す
る
爲
め
に
、利
用
せ
ら
る
ゝ
は
、財
敗
上

.

_

常
の
事
件
妃
し
て
、戰
時
不
均
衡 

の
發
生
す
る
機
會
.の
多
き
際
に

#

に
利
用
せ
ら
る

、

乙

と

も

亦
異

ど

す

る
に
足
ら
ず
。
唯
'今 

同
の
大
藏
省
證
券
發
行
法
に
於
て
は
從
來
：に
比
，較
し
て
、聊
：

_

の
業
れ
る
も
の
ぁ
ぅ
き
。
 

即
も
千
九
百
十
五
年
四
月
十
三
日
以
來
政
府

"

は
.

额
面
一
チ
、
3£

千
#.
に
ー
莴
破
の
證
券
を
期
限 

三
六
#

に
-i
L

®

丹
.

を
以
て
、
プ
定
0'

割
引
價
格

.

に
依
て
發
行
し
、割
引
價
格
は
時
に
之
を
變
延
し
、
 

變

31
の
度
甸
に
英
蘭
鈒

ft
R

於
て
告
示
す
る
こ
ど
、
し
、後

^
期
限
十
ニ
箇
月
の
識
券
を
も
之 

に
加
へ
^

P

O

政
'

府

は

此

方

法

ね

：依
：
，で
、谷

.

種
：期

限

：

Q

證
#

ポ
.

對
.
.

する
；：

割

：引
®

格
を
決
定
し
、然

>

 

も
W

.に
之
を
上

T

し
^

鼢
鈒
行
割

51

步
合
の
高
低
ビ
相
俟
つ

て
、

以
て
金
融
の
調
節
に

®

せ
し 

め
、又
金
融
の
趨
勢
办
.刻
々
變
化
す
る
に
隨

て
、

證
券
の
割
引
偾
格

.

を
.

動

かし
、以

て
證
券
に
對
す

热

叶
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ニ

,

る
應
募
を
ぎ
由

-

な
ら
し
む
る
を
期
し
た
る
も

•

の
•

な
る
-

可
し
。

S

に
千
九
互
十
五
年
四
月
、
四

日
以
：後

#
種

證
券
：の
割
•

引
'步
兮

三證月期限六简丹期限

' 

九箇
^

期
限
：

十二̂
月期限

一
九

一

五年四月十
四日ニ，

- %

三

%

三

^
-

謚

 

.

八
月
九
日

 

四

^

四

％
四

.

%

四

％

十月
.

ニ
十
七
日

’

.

四
^

四
k

.

五 

五
 

十一、

月十二
 

m

五. 

五 

五

‘

五

1

九
.

一
六
¥
三
月
ニ
十
四
日

 

四

^

四

^

H
^

五
 

六
月
十
六
日

 

五 

五

，

五
 

五 

七
月
十
四

H

 

. 

'

五

%

五

%

资

出

中

止

プ 

九
月
ニ
十
七

H

 

.

五

％
五

％
同

 

五

名

斯
く
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定
せ
る
割
引
步
合
の
下
に
大
藏
省
證
券
の
發
行
せ
ら
る
、
高
は
漸
次
增
加
し
、千
九 

茛
：十

六
、
^

中
に
於
七
も
ニ
十
僞
七
千
五
百
萬
磅
の
巨
額
に
上

h

、內
十
八
億
五
千
五
亩
萬
破
は 

償
遨
せ
ら
れ
た
れ
ど
も
、尙
ほ
年
末
殘
高
七
億
ニ
千
萬

*

に
し
ズ
、之
を
一
週
間
に
.平
均
す
れ
は 

發
行
高
.

四
千
九
百
：五
十
破
、
«

還
高
三
千
五
苜
五
十
方
萬
磅
’殘
高

_

1
千
四
百
离
磅
ビ
爲
る
可
く 

短

期

瞪

券

の

發

行

，
の
_

_

ず

る
こ

ビ
斯
の
如
く
爲
る
，に

.

於
七
は
、|

方
に
其

1

步
合
に
依
て
、

金
命
融
市

.

場
.̂.
'

滕

追す

各.の
非
難

ft

：
之
を
免
か
る

.

可
か
ら
ざ
る
な

K

y

o
 

:

國
庫
債
券

#

從
來
數
年
に

'j

旦
る
.

歲
訐
の
均
衡

_

雜
持
す
る

0

:(

用
に
；供
せ
；ら
れ
、其
額
面
亦

W

 

破万
至
五
千
磅

F

上
下
す
る
の
常
は
し

\

し、今
囘
の
戦
時
財

ft

に
：

於
セ
も
幽
庫

«

券
0

利
用
せ 

ら

る

、
こ
と
、斯
の
' 

如
く
な
か
レ
が
、千
九
页
十
六
年

「

月
以
來
其
發
行
法

'

に.大
な
る
改
正
加
へ 

ら
れ
、額
面
五
、
一

一
十
幷
に
五
：十
破
の
.

$

分
利
付
H

ff
l

證
券
；

^

 

'全
國
轉
便
一
局
，を
通
じ
て
、賣
却
す
る

' 

こ
と
>

 

し
、次
a

で
銀
行
に
も
其
賣
却
に
當
ら
し
め
た

b

o

••
®

事
费
ニ
年
證

.

券
は
，十
定

.

の：»1
,

引
率
を
以
て
、1«
時
發
行
せ
&

れ
餐
初
は
：一

千
、五
千
.

幷
に
一
，
 

莴
磅
を
額
面
ど
し
た
る
が
、千
九
百
十
六
年

-

月
下
句
.

热
來
_

ね
耳
#

に
：五
，西
磅
の
ニ
褪
を
加 

へ
、始
め
百
破
：̂

付
き
九
十
薇

0.

價
格
を
以
て
發

«

し
、利
率

3£
.

分
I

.

T

.年
後
償
還

.

0

親
定
の
結
娘
、
 

利
廻
を
し
て
百

#.
R

#

&•

五
痛
八
志
の
割
合
に

.

：居
ら
し
め
た

^

が
、千
九
百
十
六
年
七
月
中
句 

英
蘭
銀
行
公
定
利
率
の
六
分
に
引
上
げ
ら
る

 

> 

ビ
共
R

、發
行
.價
格
は
八
十
九

0

に低

下

'せ
ら

短
期
瞪
券
を
利
用
し
て
、國
扉
の
一
時
的
必
嬰
に
應

^

を
は
.

、財
政
上
の
促
{且
丰
段
た
る
を
失 

は
^

も
*

夫
頌
期
.

證
券
，の
發
行
高
に
は
自
ら
限
度
の

.

、，存
‘

ず
る
も
の
あ
り
。

.

其
現
.

存
.

高
に
し
‘て

馆
十一

卷

(

八五九

)

諭

P

•
欧
洲
戦
時
財
政
に
於
け
を
國
侦
の
地
位
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第七〒一

”

人
な
ら
ん

-

か
、長
期
公
債
を
發
行
し
、殊
に

®

期
證
券
の
，發
行
當
初
に
於
け
る
條
件
に
從
ひ
他
の 

公
債
と
共

U
、

颊
公
債
に
對

.

ず
る
狒
込
に
充
當
し
て
、以
て
信
用
を
保
揭
す
る
の
弓
段

I

 

R

で
さ 

る
可
か
ら
ず
。
即
ち
政
府
が
千
九
百
十
七
年
一
を
以
て
、五
分
利
付
幷
に
四
分
利
付
の
雨

#

 

軍
事
公
僙

.

を
發
'

_

し
，前
者
の
發
行
價
格
は
九
十
五
，ビ
し
、後
者
は
額
面
を

.

以
て
镟
行
す
る
も

.

®

 

f

秘
を
.

免
除
し
、雨
稱
公
債

*

に
額
面
を
五
十
磅

.

乃
至
五
千
磅
の
間

‘

に
修
_

き
、狒
込
期
限
は
三
月 

ニ
日
ょ
6

五
月
三
十
日
に
至
る
間
六
同
に
分
割
し
、百
方
典

®

募
を
®
*
,
ら
し
め
ん
と
し
た
る 

所
以
な

6

。
而
し
て
雨

®

の
公
徵
を
合
せ
て
、十
億
三

.
'

十
一
與
ニ

'

千
九
西
五
十
破
の
®
募
を
收 

^

其
內
0

一一 

千
ニ
 

S

菅

四

S

付 
<

ム

篇

ゅW

 

^

刺
#

 

<

ム
債
s

 

S

係
る
の
事
實
を

英
.

國
が
短
日
月

'

の
間
に

M

0

な
る
公
債
を
發
行
し
着
令

0

成
館
を
收
む

.

る
を
1

プ
る
I

和 

&

な
る
か
。：戰
鄭
に
於
げ
る
英
國
諸
银
行
の
預
金
は
十

 

一
#

破
に
し
て
之
に
装
す
る
支
®
為 

M

金
は
三

.

.

億
f

數
ぺ
た

〜

諸
銀
行
が
第

1
.

囘
■

公
き
對
し

.

^

 

一
 

®

 

I

 

ニ
囘
5

 

公
僙
に
對
し

i

 .
1

働
s

 

S

を
爲
し
た
る

.

は
、预
金
お
公
債
に
變
換
し
た
る
も
の
な
る
可
し 

と
雖
も
、^-
に
公
衆
が

M
0
 

:

の
公
儆
に
應
募

.1

>
た
る
に
就
て
は
、政
府
紙
幣
の
響
狩
の
鼠
つ
て
ブ

あ
る
•こ
と
を

否
定
す
可
か
ら
す
。

即
ち
政

‘
.府
紙
幣
は

#

行
-の
幾

#

準
備
：金
と
"

じ
て
、金
貨
若
し 

く
は
英
蘭
銀
行
紙
幣

4

同
'
,一
の
.

地
步
を
有
す
る
が
故
れ
其
發
籽
せ
も
る
、
に
隨

.
て
、銀

行

の
支 

.

拂
準
：備
‘金
を

豐

甯

に

，
：し

、
又

其

取

ー

引

先

.
此

«

ず
る

融
通

力

を

大

な
ら
し
む
：る
べ
の
.双

果

を

齋

す可 

く
、現
に
中
九
亩
十

..四
'年

/\

月
下
句
ニ
千

.百
五
，十

.三
离
五
千
破
に
過

S

ぅ
し
政
府

紙

幣

の

發 

行
高
.が
千
九
百
十
五
年
八
月
下
旬

3£

千

一一
百
一
一
十
离
一
千
破

^

千

九
1?
+

六

年

八

月

卞

句

一
 

傭

ニ
： .

中
九
窜
六
十
五
讀
九
千
磺

.
に
垴
加
し
吏
じ
千

.，九
1?

十
：.セ
年

i

入
り

V

は
、常

に

一
.億
四
千 

«,
'

破

乃
至 

一
®

五
千
萬
，破

^

上
，下
'し
0

、
ぁ
る
'
が
如
.̂-

即
ち
.此
事
實
5:
'

'

:

哪
に

す

る

も

の

な

-
^
、 

政
府
紙
幣
ホ
、銀
.

行
に
向
つ
■

て

直

接

に

»
#•
け

ら

る 

> 

高
は
；
近'
時
三
#
數
十
馮
磅
に
過
ぎ
ず
と 

雖
も
、此
以
外
の
發
行
高
に
し
て

®

上
に
流

®

す
る
の
間
、砠
行
に
同
收
せ
ら
れ
て
、̂
挪
维
備
ビ 

爲
れ
る
も

，
' 

の
ゝ

少
な
が
ち

^

る
.

以
上
.

は
、政
府
紙
ヘ
幣
の
發
行
が
公
債
の
應
寡
を
®
な
ら
し
む
る 

の
一

原
： .

因
た
'

る
や
、論
を
俟
た

f

o

而
し
て
政

.

府
_

幣
も
#

_

憒
も
.

典
に
國
.家
の
債
務
な
る
以
上 

.

は
、，1

方
' 

の
偾
務
を
如
重
す
る
こ
と
に
侬
て
、他
方
の
愦
務
を
起
す

-

R

便
觉
5:

收
む
る

/J
>
如
き
、要 

す
る

に

一

箇
の
奇
象
に
し
て
、斯
の

如
き
.

は

辑
模

の
廣
汎
な
る
國
家
財
政
に
於
て
、紙
め
て
見
る 

を
#

る
所
な

6

と
す
，
可
•
し
。
始
め
禽
融
市
場
の
叙

濟
•を
目
'的
と
し
て
、發

行

せ

ら

P
た
る
.政
;#

奶
十

一

卷

(

八
六
て

)

0 

,魏

歐

洲

戦

姑

财

政

じ

於

け

ふ

國

极

の
‘

地

位
. 

第
七
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一
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、

婼
汁
，

一
锻
‘

(

八
六
ニ-y
-

論

k

欧
洲
戦̂

財
政
に
於
け
る
陶
愤0
地

位
,

第

七

锇

,

二
 

o
 

紙
幣
垆
後
、日
に
至
ヶ
て
、國
象
財
政
の
進
行
，に
直
接

.
の
钹
助
幺
與
ふ
る
を

#

る
が
如
き
、豫
期
せ 

ら
れ
犮
る
所
な

k

•し
-
や
；否や
、之
を
知
ら
ず
ビ
雖
气
戰
後
に
、於
て
英
國
が
短
期
長
期
の
公
債
を 

*

掘
す

ふ

の傍
..

政
.
府
紙

.幣

.
の
同

.收

.
»

却
.
に
就
で
、大
な

"
る
困

.
'難

^

接
す
る

.
は
戰
時
'の
今
日
财
政

上
の
便
利
を
收
め
つ

>

.

&,

る

反

動

と

し

て

，
、
已

，
む
，
：
を

.

得

ぎ

る.
所

と

す

可

く

，、
英

_

が
.通

貨

制

度

に

■ 

- 

-
 

-

生
じ

^

る
此
猶

0;

變
態

?:

除
却
す
る
時
期
ゆ
遲
速

'
は

公

債

，
整

理

も

相

俟

令

で
‘
注

”
目

を

値

す

る
 

_

題

«

>

々
 

• 

•
‘
：
.

, 

E

 

S
 : 

:

 

,

.

.
 

'

英
H

を
除
き
’

聯
合
■.

諸
®

中
.

耳
額
‘

の
公
債
を
®

行
し
^

に
其
發
行
0

.

結
；*

と
し
て
、通
：貨
制
度 

を
縣
：亂
.

し
‘

た
4

、^

佛
.

蘭
.

西
、露
西
35

の
一
一
.

國
な
，纟
。

.
先
づ
.

#

1

西
：に
就
て
見
る
に
、千
.九
再
十
四 

年
'

八
■

月
一
日
ょ
.

ム
：千
：九
百
十
六
、年
七
月
三
十
一
日
に
；至
：る

.

，間
，同
.

國
，政
；府
.の

.
.

經
徵
S

經
常
收
入 

と
の
差
は
三
：百
五
十
’

億
法
：忙
1

む
、外
に
聯
合
：諸
.

國
に
對
'

す
.

る
：貨
#

金
+

六
.

镡
五
.千
菸
法
を
始 

め
、內
國
各
_

圓

體」

に
；
對

す

：る'着
.

助

金

：
.

等

を

加

ふ' 
る
：
と
I

は

、
滿

一

一

年

.

間

：
の
-
_
時

奨

味

三

育

八

十
 

億
'

法
の
多
き
を
數
ふ

〔

る
こ
と

A

爲
，る

可

し

。

雨

し

て

此

巨

額
0

經
美
は
對
し
七
、財
源
：と
し
て 

欺
娲
の
依
相
し

.

^

る
雀
：の
を
列
擧
す
れ
'

ば
、存
の
如
し
.

。(

單
位
，百

行 必 公

五
汾
利
付
長
期
公
愤
 

1

■■
'
:
.
• 

合
衆
園|1
於
け
る
公
债

(

ニ
间
分)

國
防
矩
期
說
券(

此
內
ニ
億
八
千
三
西
席
法
か
以
て
雜
六
年
證
券
4 .

償
還
す)

 

英
國
に
於
屮
る
大
藏
翁
1

# .
\

國
防
大
蔵
#

,

-

-

 

.

.

. 

■ 

.

:

公
衆
0

國
庫
预
金
：
 

.

‘

，.

,

佛
繭
调
銀
行
货
出
金

ァ
少
せ
v

r

銀
行
同
上

合

.

-
# |
;

六
尔
瞪
券
，傲
、邀
高
. 

ニ
八
三
.

.

敫
撖
大
藏
蕾
諕
券
诚
類

 

三
九
五

1

ー
、
九
ー£
 

1

"
四
七
六 

1
、
〇
三
七 

1
V

三
，
'1

五

一
三
、1

六
六

,'
 

1..

四
ニ 

.

八
、
三
〇
〇 

四
五

三
八
^
!
^
ハ

.

:

差
引
合
計'

故
に
怫
蘭
西
の
起
愤
總
额 

衆
の

*

!}

に
係
る
も
の
な

‘ 

ず
し
も
大
な
ら
ざ
る
が
如

免
ニ
割

.
ニ
分
.'
は
發 

。

單
に
糊
合
ょ
り 

し
と

*

も
、金
额
に

i
S
f

八
 

三

七

"
七

ニ

八

行

銀

：
行0
"
.
.貨

出

：
金

：
'に 

云

ふ

と

き

は

、

發
.：

行 

就

て

見

れ

ば
/(

十

三

し
て
、他
の
七
：割
八
分
は

飯
行
.
の
.政
'
府
貨
，出
金
は 

億
.涂

忆

し

<
0
0
0 
0

■
本

：；

金

牛

$

倍
凝
赘
机

'，.ガ
ザ
：；
^

與

_

^

1

卷

(

八
六〗
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說
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欧
洲
戦
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财
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於
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國
偾
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節七號ニニ
 

W

银

.
行

ど
雜
も

、斯
i

巨

额

の

货

出

，を

爲

す

に
就
て
は
、何
等
か
援
助
を
受
く
る

も

の

な

か
る
可 

か
：、b
^

。，

政
府
.

が
屢
.

々
同
銀
：行
：の
紙
：幣
發
行
制
限
额
の

»

張
を
g

A.
■

戰̂

时
夂
於
.y

は
：千 

九
‘
1

十
3

年
十
'

ー1

月
に
行
は
れ

/2

る
、改
正

；

の
結
果

ビ
：し
て
：

六
十
八
億

.

法
に
居
れ
る

f

:

限
.

額
が
. 

千
九
百
十

‘

四
：年
_

八
月
に
：百
三
十
億
法
に
ギ
九
百
十
，五
年
五
月

.

：‘に
11

五
+.

億
法
に
、千
九
百
+
六 

年
三
月
に
苗
八
十
億
法
に
、千
九
百
十
七
年
ニ
月
に
ニ
百
十
億
法
に
擴
張
’.せ
ら
れ

た

る
.

が
如

き

、
 

一

に

怫

13

西
銀
行
を

し

て

政
府

に

對

す

る
貸

出

を

行
ふ

に

自
由
な

ら

し

V

る
の

趣

意

に
出
.で
 

/2

る
も
の
と

.

認
む
可
し
。
現
に
本
年
.四
月
十
二
日
.の

#

蘭
西
銀
行
營
業
報

'

吿
.に
據
る

に
、

紙
幣 

發
行
高
の
百
八
十
八
億
四
千
四
百
十
ニ
馮
法
に
及
ベ
る
一
方
に
、政
府
貨
出
金
，の
九
十
八
傭
法 

を
數
ふ
る
の
：事
實
に
徵
す
る
と
き
は

®

藺
西
政
府
が
怫
蘭
西
银
行
の
紙

.

幣
發
行
制
限
擴
張
の

' 

F

に
、同
銀
行
を
し
て
增
發
せ
し
む
る
紙
幣
を
借
入
れ
つ
、
あ
る
は
明
白
の
事
食
な
ぅ
と
す
可 

く
、千
九
百
十
六
年

.

四
、月
十
三
日
と
千
九
百
十
七
年
四
月
十
二
日
と
を
比
軟
し
他
勸

r

銀

/-—

の 

紙
幣
骰
行
高
の
增
加
三

+:

六
億
六
千
一
百
萬
法
に
猶
：し
て
、政
府
貸
出
余
の
增
加
.ニ
十
九
億
法 

に
上
れ
る
が
如

^

,

は
、耍
す
る
に

*

發
せ
ら
れ
^
る
紙
幣
の
大
部
分
が
政
府
貨
出
佥
と
爲
れ
る 

を
說
明
す
る
も

"

の
な
う
。
試
に
開
戰
前
よ
う
最
近

(

に
至
'
.

る
間
怫
蘭
西
银
行
，の
紙
胳
發
行

高
i

JE

貨
準
備
^

の
消
長
を
見
'

る
ic

左
の
如
し
0

;

【

單
位
一：

千
法

)

幣
發
行
高
；
 

金

貨

準

備
.

1

九一

四
华
七
月
三
十
H

六
、
六
八
三
、
一.八
玉 

四
、
一
四
.

一.

、H

四
ニ

1

九

1

六i

十
一
另
三
十
日
' 

一
六
、
一
一
九
、
四
九
六

.
|

|
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5 1
s s

"

i

h £
.

比
率

六
割
一1

分

一
九
一
七
年
四
月
十
二
 

口
一
八
、八
四
四
、

1

ニ
，：ハ

餘

難

n

^

三
一

H

六

即
ち
佛
爾
西
に
於
て
は
、紙
幣
發
行
の
勢
急
.な
ゐ
が
爲
め
、相
會
の
傘
貨
夢
備
の
蓄
積
せ
ら
れ 

ク
、
あ
る
に

.

枸
：は
'

ら•

す
、準
備

'
if
c

率
は
開
戰

#1

六
割
以

±

に
0

る
も
の
、キ

や
S

.

割
擧
に
低
S

し 

<?

，あ
ら
。

而
し
：て
.

紙
幣
發
行
高
：
' 

の
大
な
る
は
、開
#

^

來
戰
況
.

自

國
ic

_
:
有

利

な

ら

.

ず
、國
の
一 

部
を
敵
國
に
.

占
領
せ
ら
れ
て
’人
心
不
穩
を
極

.

め
、長
期
公
債
の
發
行
韋

.の

如

く
爲
る
を
得
ざ
ぅ 

し
の

結
.

果
、政
摩
が
#
.
蘭
西
銀
，行
に
就
て
讀
用
を
_

用
し
た
る

の
、

結

認

む

可

く

«

|1

©
攀 

行
'

を
し
て
兌
：換
制
度
を
.

：復
：興
せ
し
む
る
じ
は
、先
づ
政

.

府
k

於
.

て
佛
蘭
'

西
：銀
0

に

.»

す
る
借
入 

金
禽
を
：
償

：
還

し

、
斯

く

 

f

通
®

收
縮
の
鱒
に
：就
く
に
至
：ら
し
め

'

ざ

る

：可
：か

ら

ず

と
：！

雖
：も
、戰

後

國

用
 

多
端
の
際

.

に
、果
し
て
政
府
に
於

y
.

借
入
金
償
還
を
決
行
す
る
の
餘
裕
を
財
政
上
に
見
出
す
を
：
 

得
る
‘

や
否
や
、
^

串
意
の
如
く
爲
.

ら
ざ
ら
ん

.

か
、佛
蘭
西
に
•於
け
る
不
換
紙
幣
の
整
理
は
容
易
に 

~

第十一
.

卷
、

C

八.
六光)

論
.-
E

.

歐
洲
聽
財
政|:.
於
け
る
國
愤0

地
位 

第
七
號 

二三
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第

十一

猞
.

：，
(

八
六
.
：六)

-

:

論

：
：

銳

.

:

歐
，洲
_

時
.

財
政
に
於
け
ん
國
愤0

地

位
.

..

：
第
七
.
號

.:

ニ
四 

之
を

^

む
可
か
ら
ざ
る
な

6

。 

_
 

I 

’

英
國
が
'

戰
時
W

政
を
處
现
す
る

に
當
り
、ゑ

偾
の
一
部
を
外
國
市
場
に
於
て
募
集

し
、
以
て
對 

外
債
'蜂
の

決

营

供
し
，穴

，

'

る，
は
、曩

£

論

述

：：
し

た

：
る

所

な

.

る
.
.

：
が

，
佛

蘭«

亦
苹
鑛
品
の
購
入

に
'加 

ふ

る
に
、

1

般

人

；
民
：の

®

する
食
糧
の
購
入
に
，對
し
、て
、同

顧

-0

必

を

：感
じ
、
政

府

ぼ

百

方

內

.國 

產
.

の
物
資
：を
以

て、
需

蔞

：に

應

：ず
る
パ
の
方
針

'

を取
： .

b

、内
.

國
に
求
め

.

難
I

も
の
-

忆
限
b

、其
供
給
を 

外

國
に

仰
#

た
る

.が
、然
も

尙
ほ
外
債
の
發
行
を
必
要
セ
し
友
名
の
み

^

ら
ず
、

1

旦
發
行
せ
ら 

れ
た

る

外
僙

の
利
子
支
狒
を

容
易
农
ら
し
む
る

爲
め
、英
米
兩
國

0

市
場
£
於

て
、數
次
外
債
を 

發
行
し
、其
金
.額
を
し

V

上
記
の
高
に

至
ら
し
め
、
時」

に
政

府

：：は.
英
；貨

大

.藏

省

證

券

を

怫

蘭
W

餵 

行
に
交
付
し
、一

方
に
銀
行
ぼ
金
資
を
英
國
政
府
又
，：は
英
蘭
銀
行
に
貨
出
じ
，て
’以
て
爲
替
の
調 

節
に
資
し
た
り
。

 

、

上
記
の
外
、千
九
百
十
六
年
十
月
政
府
は
五
分
利
付
長
溯
あ
債
を
發
行

し
、*

行
額
百
十
三

®

 

六
千
萬
法
に
及
び
、之
に
對
す
る
拂
込
と
し
て
、五
十

3£

億
：法
の
：現
金
の
‘

外
‘に
九
億
五
千
與
法
の 

國
防
短
期
證
券

-'

ニ
十
五
®

法
の
_

1»

大
藏
省
證

#

七
西
四
十
萬
法

_

の
三
分
'

五
11

利
付
長
期
公 

債
#

始
め
_

 §

瞪
券

^

0

肷
し
*

り
。
.；
而
レ
て
_

'

ぐ
，公
«

の

，
發

行

せ

：

ら
れ
.
穴

る

：
結'-
-
*
,
政

府

は

佛

蘭
®

銀
_

に
對
し
て
ニ
十
ニ

«

.

_

の)

借
入
金
：を

;«

還
：し
た

6

,

0

然
も
其
後
長
期
公
«
の
收

-*
:

- 

. 

,

v:
..-
'
;v■
■̂
-

-

入

支

，出

せ

ら

る\

に
隨
ひ
、借
ズ
金
の
'

增
加
を
必

_

〖

と
す
る
に

'3
>

れ
る
事
實
ば
前
述

.

の.如
く
に 

し
て
、公
偾
か
紙
幣
の
增
發
に
依
る
借
入
金
か
、ニ
者
の
一
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、戰
時
財
政
を
維
持 

す
る
能
，は
ざ
る
の
狀
は
明
瞭
な
る
可
し
。
從
來
世
人
が
政
府
紙
幣
を
排
し

V
、

銀
行
紙
幣
を
推 

す
は
、爾
潘
が
國
家
財
政
の
消
長
、に
於

て
、

其
流
通
の
双
雄
を
攪
，訊
せ
ら
る
ゝ
に
反

し
、後
*

に
於 

て
は
銀
行
營
業
の
利
害
に
依
て
、紙
幣
の
增
發
を
制
す
る
が
故
島
流
通
の
狀
能
を
正
し
き
に 

M

持
す
る
こ
と
を
重
な
る
理
由

ノレす
る
も
の
な

b

o

然
も
佛
萌
西
に
於
け
る
が
如
く
、怫
蘭
西 

銀
行
な
る
獨
立
の
機
關
あ
て
、紙

#

の
發
行
を
律
す
：る
も
、政

.

府
k

對
す
.る
欄
係
の
密
接
に
過 

ぐ
る
爲
.

め
に
®

政
上
の
必

®

赛
を
"

吿
ぐ
る
も
の
あ
ら
ん
か
直
に
紙
蒙
の
增
發
を
招
き
然
も

#| 

發

に
便
す
る
爲
め
に
、紙

^

の
正
貨
兌
換
夙
に
停
止
せ

.

&

れ
、紙
#

の
過
寒
を
生
じ
て
、已
ま
ざ

る 

に
於
て
は
、政
府

.

ビ
紙
幣
發
行
機
關
と
を
分
離
し
^
る
の
效
果
は
遂
に
之
を
見
る
可
か
ら

‘

ず
。

■

戰
.

財

政

謙

.

の
0

を
全
ぅ
.

じ
、政
欣
が
佛
.儒

0
0

行
.に
向
つ
て
®
時
の
借
入
金
を
償
還
し
、銀 

行
亦
之
‘

に
侬
て
紙
幣
を
囘
收

»

却
し
た
る
時
に
非
ざ
れ
ば
、兌
換
の
復
興
は
.到
底
之
を
猢
す
る 

を
#

ベ
か
ら
ず
。
然
も
借
人
金
現
缶
高
为
る
九
十
八
億
法
は
、戰
前
に
於
け
る
«
蘭
西
經
常
收

?
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そ

號

ニ

六

入
の
ニ
倍
半
內
外
に
居
り
、
®

«

の
節
約
、收
入
の
刺
餘
に
依
て
、之
を
銷
却
せ
ん
か
、多
大
の
年
月 

を
a

す
1

ロ 

く
公
食
の
發

/-—

?:
•

'

以
て
せ
ん
ヵ
國
家
に

’

不
利
.

な
る
«

務
を
7J
0

へ
ざ
る
5:
-^

ず
。

p

.

後
通
貨

$

度
を
舊
狀
に
復
せ

.

し

む

る

に

當

て
、佛
蘭

西の

地

位

甚

だ

；
困

，
難

：
な

、
る

は

：、
論

t

俟

为

ざ
 

る
.

な
b

。‘
. 

.

「

塞
盤
問
答

」

を
中
心
ミ
し

^

觀

れ

る

廿

！

井
：リ

.

ア
ム
、へ
チ
ィ
の
貨
幣
論

(

下)

'
 

_
 

.
高
橋
誠
.
マ郞

第
，十
問
に
日
く
、官
府
は
此
削
減
せ
ら
れ
た
る
新
貨
幣
：に

.

對
し
，是
ょ
り
も
三
分
の

1

だ
け
量 

目
大
な
る
舊
货
幣
に
對
す
る
と
同
額
の
貨
物
を

.

給
付
す
.

可
き
を
其
人
民
に
命
ず
る

乙
ビを

#

.

 

ざ
る
や
。
答
へ

V

言
ふ
、然
ら
ば
斯
く
の
如
き
命
令
の
效
果
は
乂
海
外
に
於
て
商
品
た
る
あ
ら 

ゆ
' 

る
人
早
の
財
の
三
：分
の
一
を
奪
ひ

M

し
て
常
例
の
.银

の，
.

定
量
.

の，..
.四
分
，の
H

に
藤
し
て
是
等 

の
貨
吻
を
取
得
す
可
き
外
國
人
に
之

.

を
與
ふ
る

乙ビ 

> 

爲
る
可
し
。

.

萌
し
て
.

同
：1

•

の
'命
令
は 

.

此
‘

宣
«

.

以
讀
に
於

v

t

ふ
.

可
か
i

し
貨
.

幣
.

の
三
分
の

.

一
を
債
#
者

■
ょ

奪
ふ
こ

V
J

、
 

€■

る
“

可
し
’

。
軍
に
.

問
ふ
、然
ら
.

ば
新
®

造
に
際
し
四
：分

.

の
一
を
削
減

f

-'
'
-

る
_

に
.

止
め
、巷
し
く
は
其 

孙
满
バ
僅
冷
十
分
の
ニ
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
ビ
假
定
す
る
に
因
ぅ
て
如
何
な
る
結
果
を
生
ず
可 

き
か
。

答
•へ
て
日

ぐ
、

結
果
は
.

全
然
.

同
，一、な
む
、何
と
な
れ
ば
大
小
の
差
‘は
興
質
を
變
せ
し
む
る

そ

.

i

 

r
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サ
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